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平成２７年度第７回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：平成２７年７月６日 

                     担当部・課：復興政策部復興政策課〔内線４２１５〕 

 

① 件 名 

 

 石巻市空き家等活用・移住促進事業補助金について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  本事業を含む地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）の対象事業につ

いては、平成２７年３月２４日に交付決定通知を受けるとともに、平成２７年第１回定例会にお

いて平成２６年度補正予算が成立した。 

【目的】 

  空き家、空き店舗及びそれらの一部（以下「空き家等」という。）を活用して移住希望者及び中

長期滞在希望者（以下「移住希望者等」という。）向けの居住施設を整備するとともに、移住希望

者等が定着するための取組みに対して助成するもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

  石巻市空き家等活用・移住促進事業補助金交付要綱 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 平成２７年３月１７日 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)交付申請 

 平成２７年３月２３日 平成２６年度補正予算成立 

 平成２７年３月２４日 同交付金交付決定 

 

⑤ 主な内容 

 

【補助対象となる者】 

  ＮＰＯ団体等 

 

【補助対象事業】 

  上記目的のために実施する以下の事業。ただし、（１）および（２）の事業を実施することとす

る。 

 

（１）移住者マッチング事業 

  ア 移住希望者等向け情報提供事業 

    移住希望者等を募集するためにウェブサイトの構築、パンフレットの作成、説明会、セミ

ナー等を実施する事業。 

 

  イ 受入態勢整備調査事業 

    移住希望者等を受け入れるための空き家等を提供する建物所有者を募集するためのウェブ

サイトの構築、パンフレットの作成、説明会、セミナー等を実施する事業 
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  ウ 相談等事業 

    移住希望者等が入居した場合に、定着するための相談会や地元との交流を実施する事業 

 

（２）建物改装事業 

   移住希望者等を受け入れるための居住機能及び入居後の交流を行うための機能を整備するた

めに建物の改装、設備設置等を実施する事業 

 

【補助対象経費】 

  賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、

備品購入費 

 

【補助金額等】 

  補助率：上記（１）の事業については補助対象経費の１０分の１０ 

        （２）の事業については２分の１ 

 

  上限額：上記（１）の事業については１団体あたり３００万円 

        （２）の事業については１件あたり４００万円 

 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

 平成２６年度補正予算額：１５，０００千円 

  ※地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を１２，７５０千円充当し、

残額２，２５０千円は一般財源。 

 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 

（１）尾道市：ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト 

（２）鶴岡市：ＮＰＯ法人つるおかランド・バンク 

 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

 

 平成２７年７月：石巻市空き家等活用・移住促進事業補助金交付要綱施行 

 平成２７年７月上旬：公募開始 

 平成２７年７月下旬：交付決定 

 平成２８年３月：事業完了 

 

⑨その他 

 

 

 

 

 

 


